
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５仙第５９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年８月１２日 １１時０７分ごろ 

発生場所 福島県猪苗代町天神浜の西方（猪苗代湖） 

 中小松四等三角点から真方位２７４°１,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°３１.１６′ 東経１４０°０６.００′） 

事故等調査の経過  平成２７年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ K'sFactory
ケーズファクトリー

4、０.２トン 

２３２-４２２４７千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型船舶操縦士 

同乗者 

 死傷者等 軽傷 ２人（船長及び同乗者） 

 損傷 全損（船底右舷側が大破） 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、平成２７年８月１２日１０時３０分ごろ、福島県猪苗

代町の蟹沢浜を東方に向けて出航し、遊走した後、１１時００分ごろ

出航地に引き返すこととした。 

本船は、約４０～５０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で天神

浜の西方を西進中、船長が、前方の湖面の色が濃い青色から黄色く変

わったことに気付いてスロットルを緩めたところ、湖底が見えること

に気付き、危ないと思った瞬間、１１時０７分ごろ、湖面下の岩に乗

り揚げ、船底に衝撃を受けて左舷側に横転した。 

船長及び同乗者は、左舷前方に投げ出され、同乗者が頭部に裂傷等

を、船長が左肩に擦り傷等を負った。 

船長は、本船を同乗者と共に起こした後、１１時１０分ごろ友人に

別の水上オートバイで救助に来るよう要請し、１１時１５分ごろ１１９

番通報して出航地の北東方にあるマリーナへ救急車を要請した。 

船長は、救助に来た友人２人を本事故発生場所に残し、友人が乗っ

てきた水上オートバイに同乗者を乗せてマリーナに向かった後、同乗

者と共に救急車で病院に搬送された。 

本船は、後に引き上げられて輸送された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 その他の事項 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 



船長は、本事故以前に水上オートバイを操縦した経験が５回あり、

本事故の前日も本船で本事故発生場所付近を遊走していた。 

猪苗代湖は、本事故当時、通常時に比べて湖面が低下していた。 

本事故発生場所には、湖面下約１０cmのところに岩が存在した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、湖面が低下した猪苗代湖において、船長が、同湖の状況に

不案内であったことから、約４０～５０km/h の速力で西進中、前方の

湖面の色の変化に気付いて減速したものの、暗岩に乗り揚げたものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、湖面が低下した猪苗代湖において、船長が、同

湖の状況に不案内であったため、約４０～５０km/h の速力で西進中、

前方の湖面の色の変化に気付いて減速したものの、暗岩に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水深が減少した湖沼を航行する場合は、浅所に十分注意するこ

と。 

 


